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第４回県民会館の整備のあり方に関する有識者会議 議事録 

 

１ 日 時 令和元年９月５日（木） 

午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 

２ 場 所 宮城県行政庁舎４階 庁議室 

 

３ 出席者 

○出席者（委 員）：志賀野桂一委員（座長），天沼ひかる委員，片山泰輔委員， 

佐藤淳一委員，佐藤寿彦委員，中田千彦委員 

     （事務局）：大森克之環境生活部長，鈴木文也環境生活部参事兼消費生

活・文化課長，鎌田光昭消費生活・文化課副参事兼課長補

佐（総括担当），平泉健消費生活・文化課主幹（文化振興班

長） 

○欠席者：樋渡宏嗣委員 

 

４ 報 告  （１）第３回有識者会議の議論の整理について 

       （２）県有施設再編等の在り方検討懇話会の開催状況等について 

 

５ 議 題  県民会館の施設整備の基本的な方向性について 

        

６ 配付資料 

資料１ 有識者会議の議論の整理・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１ 

資料２ 宮城県民会館整備基本構想素案（これまでの意見の整理） 

    概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．６ 

資料３ 基本理念と基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．７ 

資料４ 施設の基本的な構成案・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．８ 

参考資料１ 県有施設再編等の在り方検討懇話会の開催状況等につ 

      いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．10 

参考資料２ 仙台市音楽ホール検討との比較・・・・・・・・・・Ｐ．12 

 

７ 概 要 

（１）開  会 

（２）挨  拶  環境生活部長 大森 克之 

（３）報  告 

（４）議  事 
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（５）そ の 他 

（６）閉  会 

 

８ 議事内容 

有識者会議は，県民会館の整備のあり方に関する有識者会議設置要領第４条第２

項の規定により座長が進行することとされているが，座長に選出された志賀野桂一

委員が所用により会議の途中からの参加となったため，その間大森克之環境生活部

長が座長代理として議事進行を行った。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

  それでは次第の「３ 報告」に入ります。報告事項は２件，「第３回有識者会議

の議論の整理について」及び「県有施設再編等の在り方検討懇話会の開催状況等に

ついて」です。 

  それでは，事務局から報告をお願いします。 

 

【事務局：鈴木消費生活・文化課長】 

  それでは，まず，第３回有識者会議の議論の整理について御説明いたします。 

  「資料１」を御覧ください。 

  議論の整理内容でございますが，各項目毎に，第１回及び第２回の会議でいただ

いた御意見などにつきましては箱囲みの中に残しまして，第３回の会議でいただき

ました御意見などはその下に追加，という形で整理しております。 

  第３回会議では，まず，右側の中程にございます，２の（２）ホール機能につき

ましては，「⑤最初から小ホール，中ホールの規模や機能を議論するのではなく，

どのようなサポートをすることが県内の発展のために大事かを決めて，必要なハー

ドを割り出していく発想を持つべき」といった御意見をいただきました。 

  次に（３）整備の方向性につきましては，ページをおめくりいただきまして，「⑭

呼ばれることが一つのステータスになるようなホール」，「⑮東北一，日本一のホー

ルであるくらいのインパクトを持ったホール」，「⑰演劇は臨場感が大切なため，役

者の息づかいが肌で感じられるような空間をつくること」，「⑱県民が１００年後に

さらに豊かになるために，どのような計画をするのかを考えていく必要がある」，

「⑲クラシック音楽やオペラなど，それぞれに適切な環境があるので，必要な部分

を見極めていくことが大事である」といった御意見をいただきました。 

  次に（４）ホールの規模につきましては，右側中段にありますが，「⑩外来のオ

ペラなどを公演するのであれば，３千席や４千席の方がビジネスになることもあり

得る」，「⑪県民の皆さんが自分達で使えるホールというのも必要である」といった



 

 

- 3 - 

御意見をいただきました。 

  次にページをおめくりいただき，（７）市町村連携・人材育成につきましては，「⑨

県民会館ならではの規模を持ったハードやソフトを充実させ，いい人材を輩出し，

また戻ってきて，宮城県に様々なお客様を呼び込めるような施設になっていくこと

が望ましい」といった御意見をいただきました。 

  次に右側の（８）役割分担につきましては，「⑤県はポピュラー音楽や商業的な

ミュージカルができて，東北中から人が集まる拠点をつくるところに重要性があ

る」，「⑥県内基礎自治体を支援する機能は県が担うべきであり，仙台市では行わな

い機能である」，「⑦オーケストラの拠点施設としてのホールと，附属の劇団や芸術

団を持たないホールという区分けで，相当違いが出てくる」，「⑧最初の段階で棲み

分けの形を全て見通せないのであれば，ある程度余裕を持って決めていくことが必

要である」，「⑨音楽ホール系と劇場型は，特性が自ずと出てくるため，同じキャパ

シティでも全然違うホールになる」，「⑩残響時間の設定の違いでも相当な区別がで

きる」，「⑪まだできていないホールに対して棲み分け論をあまり詰めすぎても仕方

がない。あらゆるエンターテイメントに機能強化し，県民に最もふさわしいホール

をつくることで，自ずと人も集まるし，吸引力が出てくる」，「⑫棲み分けを考える

のではなく，何が県民にとって一番いいのかを考えていくことが，結果的に個性も

出て一番いい形になる」といった御意見をいただきました。 

  ページをおめくりいただき，右側の（１２）新たな県民会館の立地条件につきま

しては，⑤から次ページの⑪までのとおり，全委員から「仙台医療センター跡地が

適地」という御意見をいただきました。 

  第３回有識者会議の議論の整理についての報告は，以上でございます。 

  なお，一番後ろに添付してございます，「参考資料２ 県民会館の整備のあり方

に関する検討と仙台市音楽ホール検討との比較」の表には，前回お示ししたのに加

え，宮城県の欄に第３回有識者会議での御意見も加えておりますので，後程御確認

いただければと思います。 

  次に，当有識者会議と並行して検討が進められております，「県有施設再編等の

在り方検討懇話会」の開催状況について，御説明申し上げます。 

  「参考資料１」と書いてある資料を御覧ください。「１ 懇話会の概要」と「２ 

開催状況」は記載のとおりです。 

  「３ 第３回懇話会における検討状況」を御覧ください。第３回懇話会では，県

民会館関連で次のような方向性が示されております。 

  一つ，「県民会館は，仙台医療センター跡地（仙台市宮城野区）に移転する方向

で検討を進める」 

  一つ，「仙台医療センター跡地の有効利用を図るため，県民会館のほかに付加し
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て再編整備等を行う施設について，更に検討を進める」 

  裏面には「４ 今後の開催予定」として，１１月頃に第４回懇話会を開催し，再

編イメージについて議論を進めるとなっております。 

  報告は以上でございます。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

  ただ今の報告に対し，確認事項等はございますか。 

  佐藤寿彦委員，お願いいたします。 

 

【佐藤寿彦委員】 

  ３ページの（８）役割分担の⑤に「東北中から」とありますが，「東北及び全国」

だと思います。宮城県は関東や関西などからかなりの人々が来県しますので，全国

という言葉を入れた方が良いと思います。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

  ありがとうございます。他に確認事項等ある方はございませんか。 

  ないようですので，「４ 議事」に移ります。 

  議事は「県民会館の施設整備の基本的な方向性について」です。 

  皆様との意見交換の論点の焦点がぶれないよう，「基本理念と基本方針について」

と「施設の基本的な構成案について」に分けて説明をし，意見交換する形で進めた

いと思います。 

  はじめに「基本理念と基本方針について」です。 

  本日を含めた計４回の会議で皆様からいただいた御意見を基に，県では今年度中

に「宮城県民会館整備基本構想」を策定する予定にしております。 

  これから意見交換いただく「基本理念と基本方針」は，基本構想の核となる部分

でございますので，色々と御意見をいただければと思います。 

  それでは，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局：鈴木消費生活・文化課長】 

  「基本理念と基本方針」の前に，現在事務局で考えております，基本構想の構成

項目の概要について御説明申し上げます。「資料２ 宮城県民会館整備基本構想素

案（これまでの意見の整理）概要」を御覧ください。 

  基本構想の項目としては，「１．県民会館を取り巻く現状と課題の分析」，「２．

新しい県民会館に求められる役割」，「３．新しい県民会館の基本理念と基本方針」，

「４．新しい県民会館の施設整備の考え方」の大綱４点を考えております。 
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  このうち，「１．県民会館を取り巻く現状と課題の分析」及び「２．新しい県民

会館に求められる役割」につきましては，これまでいただいた御意見と資料を基に，

素案的なものを概要に書き込んでおります。 

  また，「４．新しい県民会館の施設整備の考え方」のうち，（４）整備候補地の検

討につきましては，当有識者会議の御意見及び先程御報告いたしました，「県有施

設再編等の在り方検討懇話会」での検討の方向性を踏まえ，「仙台医療センター跡

地が適地」と書き込んでおります。 

  本日は，まず，「３．新しい県民会館の基本理念と基本方針」に関し，御意見を

いただきたいと考えておりますが，ここで「資料３ 基本理念と基本方針」を御覧

いただきたいと思います。 

  この資料は基本理念と基本方針を検討するにあたり，事務局で左側にこれまで頂

戴した御意見を，「ホール」，「機能」，「空間・共用スペース」の３つに分類し，そ

れらを踏まえて基本方針のキーワードを整理，抜き出してみたものです。 

  「ホール」について方針１では，「東北最大の大型総合エンタテインメント拠点」，

「県民が上質な作品に触れる機会の創出」，「宮城県民への様々な体験の提供」とい

ったキーワードを，方針２には，「最先端の革新的芸術発信・クリエイティブ拠点」，

「先進的・革新的・国際的なエンタテインメントの発信」といったキーワードを，

「機能」については方針３で，「宮城県内文化施設人材育成拠点」，「県中核拠点」，

「宮城県民の文化力ボトムアップ拠点」，「文化芸術の収集と情報発信」といったキ

ーワードを，「空間・共用スペース」については方針４で，「宮城県民の新たなコミ

ュニティ拠点」といったキーワードを抜き出し，整理してみました。この基本方針

を踏まえて，上の基本理念に昇華させていくというイメージです。 

  本日は本資料を基に委員の皆様から御意見を頂戴し，今後，「県有施設再編等の

在り方検討懇話会」の議論も踏まえて，県民会館整備基本構想を策定していきたい

と考えております。 

本件に関する説明は以上です。 

  

【座長代理：大森環境生活部長】 

 簡単な御説明という形になりましたけれども，ただいまの説明で基本構想の構成，

それからキーワードで定義された４つの基本方針，基本理念につきまして，確認や

あるいはさらに考慮すべきことなどに関する御意見，御提言について，委員の皆様

お一人ずつ伺ってまいりたいと思います。 

 それでは，天沼委員から順番でお願いいたします。 

 

【天沼ひかる委員】 

 基本方針で述べられていることは，劇場といいますか，そういった文化施設にと
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って非常に必要な内容でございまして，不足なことがないと思いますけれども，「最

大」とか「一番」とかそういうキーワードというものが，私自身の中では，数とか

広さではないというイメージがあって，東北最大，何が最大なのか，中身が最大な

のか，どういう最大なのかというのが素朴な疑問でございます。エンタテインメン

トの許容量がものすごく最大なのか。例えば，メトロポリタン歌劇場のオペラハウ

スの何千という席の中でオペラをやっていることが決してベストではないと思う

ので，この「最大」という感覚は，そのエンタテインメントを本当に総合的に包括

する「最大」という表現だと良いのかなという印象があります。 

 それ以外については，現状，劇場を運営している立場からすると本当に理想的な

ところを掲げて，これから色々とやっていけるというところにすごく可能性があっ

て，これから市民の生活の中においてもこういったところは非常に重要なことで，

民間だけではどうしてもできないことがたくさんありますので，そこを公的なとこ

ろが，ここにもボトムアップというのがありますけど，それもありますし，先進的

な部分でもそこを協力しながらやっていけるということで，基本的に色々と盛り上

がっていくことがあるのかなと思いました。とりとめのないことですけれども，そ

のような感じです。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 ありがとうございます。 

 それでは，続きまして佐藤淳一委員，お願いいたします。 

 

【佐藤淳一委員】 

 私も色々と考えてきましたが，私は宮城県，仙台に住んでおりまして，今までも

県民会館を様々な場面で使わせていただいていたので，使う立場として色々と考え

たときに，今まで中高生の吹奏楽とか，学校の合唱コンクールとか，そういったも

のでも県民会館を多く利用している方々がいらっしゃって，地元の方々が非常に県

民会館というものに愛着を持って使っている部分が多くあったから稼働率も高か

ったのではないかと思ったときに，この基本理念のキーワードの中に，ここに住ん

でここで活動している人たちが，今まで使えていたことがよりレベルアップした形

で色々なものを使用できますよという部分が，一番基本にないとだめなのではない

かなという思いがあります。そうすると，今のこのキーワード，基本理念ですと，

確かにずっと貸館事業という話できておりましたので，外部から来る方々も大事で

すけれど，それが中心のように感じてしまうので，おそらくこの中にはそういうこ

とが含まれるのかもしれませんが，もっとはっきりとわかりやすいように出してい

ただくことがまず必要ではないかなという印象を持って資料を見させていただき

ました。以上です。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 中田委員，お願いします。 
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【中田千彦委員】 

 今，資料３の３つの話題について順にということで，まずはホールについてとい

うことでよろしいですか。 

 単体でホールについて意見するのは難しいところもありますが，この県民会館の

話題が起きてきた過程を振り返ってみますと，現状の定禅寺通りにあるホールその

ものについて色々な問題がある中で，やはりホールの中の空気感としては，宮城県

またはその周辺にとって非常に重要な文化のための空気感があると思います。 

 しかしながら，それが様々な対応ができない，例えばバリアフリーがないとか，

その他の伸びしろみたいなところが全くなくて，何か発展的に２１世紀，２２世紀

的な思考でエンタテインメントを含めて文化活動をしようと思うと，どうしても窮

屈であると。窮屈であるというところがなぜ起きているかというと，やはり２０世

紀に建てられたホールは，まず，その重要なコアになる空間を何とかつくり上げて，

それを都市の施設として中心に何とか収めるということで技術を駆使した建築の

形式がこのような形になっていると思います。むしろ新しい時代の文化の発想とい

うのは，当然その建築的な存在がありながらもその周辺に可能性の触手を伸ばして

いったときに自在に色々な形のものが連続・連結していくということを求めている

のが，今の，これからの文化活動だと思っていて，それを必要としたときに，新た

に土地を求めて，要求されていく必要な機能を建築化していくということが，今の

２１世紀的な建築の在り方です。それが２１世紀的に展開して，その周辺に活動が

緩く染み出していって，ハードウエアとしての建物の話題だけではなくて，もっと

活動を拡張して，建築そのもの全体が自然に内外につながっていくようなことが起

きてくると思います。それがこれからの文化施設の在り方になっていくと思うので，

そういうことを視座に入れながらホールの在り方を考えていくと，結果的に「キャ

パシティが最大であった」とか，「最高の何とかであった」という謳い文句が言葉

として印象的に聞こえてくることはあるかもしれませんけれども，それを単純にタ

ーゲットとして考えることだけではないというのが今の御意見だと思います。実際

にはそれがだめであるということではなくて，それが必要であれば計画しなければ

ならないでしょうし，結果的に将来においては，大きさや機能の充実が施設に対す

る賛辞になるのかもしれません。それは可能性としてはないわけではないと思いま

す。 

 周辺への様々な展開の可能性を意識していくということは，既存のホールを見て

いくだけではなかなか難しいでしょう。現在，建築の世界でも大小様々な文化活動

のための施設が，実験的に設計されたり，また，挑戦的に設計されたりして，色々

な自治体で行われている活動に何とか馴染んでいこうとしている事例はたくさん

あると思います。決してそれが成功事例ばかりであるかどうかは分かりませんけれ

ども，様々な挑戦とか人間の英知の結集が色々なところで試されています。良いも

のをつくろうと思うとあれこれ試すしかないと思います。そのときの試し方におい

て，どういうホールであるかということを真面目に考える必要があって，そこで単

純にホールの周りに必要なアウトスカート（周辺施設や関連施設）の部分があれば

良いという計画的な問題ではなくて，その周辺に張りついてくる様々な有機的な活
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動などが，どういった容積が必要であるとか，どういった空気感が生まれ出てくる

かであるとか，どういった質感であるかということを計画していくことが今回必要

で，それを引き受けるための用地として，今議論されている場所が人の流動性とか

物流も含めて良いのではないかというようになってくると思います。そのときのホ

ールの在り方ということで検討していくと，文化活動の進展が既存の文化の在り方

にとらわれず，当然今までに成功している興行などを受け入れながら，それを発展

させるという技術開発は必要で，当然やっていかなければいけないと思います。し

かし，未来の文化施設の可能性を探求するチャンスとして，必要な部分の広がりに

ついて試行錯誤できる非常に重要な転機にあると思うので，そういうホールは何か

ということを，これからの建築について真摯に考えられる土壌が必要だと思います。

それは，色々と箇条書きにされている様々な要件などを包含するとは思いますが，

プラスアルファで，それを束ねる，広げる，多方面に指向性をもった知恵というも

のを加えていく必要がでてきて，そこに心血を注げる人材なり知恵というものを探

していくことがすごく大事だと思います。その探し方が実は今後の重要な話題にな

ってくると思うので，それを私は意識して見届けていきたいなと思っています。以

上です。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

  佐藤寿彦委員，お願いします。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 僕は，この基本理念，基本方針は上手く作成していると思います。行政が計画す

る施設づくりはこのような基本理念や基本方針に収れんしていくと思います。その

中でも宮城県の方々は，僕が今まで参加した施設づくりの会議の中では頑張ってい

ると感じています。宮城県民が全員納得するというのはなかなか難しいですから，

その中でもエンタメとかという言葉が強目に出ているというのは，僕は素敵だと思

います。 

 僕の意見は，新県民会館をつくるので，やはり県民が喜ぶものをつくる事が基本

だと思います。自分が行きたいと思う催事に行ける施設，すなわち人がたくさん収

容できる施設を，お金をかけずに建設する事が県民の方々が喜ぶのではないかなと

思います。 

 天沼委員がおっしゃっていましたけど，何が一番とかいうよりも，キャパシティ

が多いというのは，芝居でも，特に人気のあるコンサートでは一人でも二人でも多

くの座席があったほうが，県民の方は喜ぶと思います。座席が一席でも多いほうが

県民に訴求できるのではないかなと思います。 

それと，最近のインバウンドもそうですが，我々の業界では日本人の国内ライブ

ツーリズムが盛んです。沖縄や九州の人が仙台，宮城にＬＣＣ等で飛んできてライ

ブを観て帰っていくということが多くなってきています。僕もこの業界を４０年や

っていますが，ここ十数年のライブツーリズムの盛り上がりにはびっくりしていま

す。顕著なのは，関東からのお客様がかなり多く宮城県にライブで足を運んでおり
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ます。多いときには入場者数の４０％くらいを関東の方が占める公演もあります。

このような状況は，宮城県や県民にとって交流人口が増えて，人々の触れ合いが広

がり，とても良い状況だと思います。 

 それともう一つは，今後６０年，７０年，そして２２世紀を迎えるに当たって，

本当に県民が喜ぶ新しい県民会館をつくるために，県民の方々にもう少し分かりや

すいプレゼンができると良いのではないかなと思います。僕は県庁の方々は頑張っ

ていると思います。しかし，その先を見据えた専門の方もいらっしゃると思うので，

とにかく宮城県民の方が喜ぶものを建設するというコンセプトが，シンプルに一番

よろしいのではないかなと思います。以上です。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 ありがとうございます。 

 では，片山委員，お願いします。 

 

【片山泰輔委員】 

 この基本方針に書かれている４点について，順に気づいたことを申し上げたいと

思います。まず，基本方針の３というのがこれまでの会議でも私が何度か申し上げ

ていたところで，やはり広域自治体である県がつくる施設としては，基礎自治体な

どへのサポートする機能を持つということは不可欠で，これは仙台市では絶対にや

らないことなので，そういう意味では非常にうまくここの部分を整理していただけ

たなと思っております。 

 そして，方針４の「宮城県民の新たなコミュニティ拠点」ですけれども，県とい

うレベルで考えたときのコミュニティというところですね。仙台市民にとってのコ

ミュニティの場ではなくて，宮城県民にとってのコミュニティなので，要するに，

県民なので毎日来るわけではない。その人たちにとってのコミュニティというのは

どういうものなのかというのを，少し考える必要があるかなと思います。市がつく

る市民ホールであれば地元に住んでいる人のためのコミュニティの場ですけど，県

の施設ですので，かなり遠くの人が月に１回来るか来ないかくらいの頻度でのコミ

ュニティ拠点ということになってくるので，その在り方についてはもう少し議論が

必要かなと思いました。 

 それから，方針１の「東北最大の大型総合エンタテインメント拠点」というとこ

ろで，ここもだいぶ議論が収れんしてきたなと思っておりまして，そういう場をつ

くるということになります。仙台市がつくろうとしている，どちらかというとハイ

アート中心のものとの差別化ということもできて良いのかなと思いました。 

 少し気になったのが，佐藤淳一委員が先程おっしゃられたところとも関係します

けれども，これまでこの県民会館は学校団体とかそういったところの方々が利用し

てきたということですが，その部分については，もう県民会館の役割ではないとい

う理解を持っていました。ホールがあまりない時代には県の施設を使ってそういう

活動をしていたかもしれませんが，今はほぼ全ての基礎自治体が大体ホールを持っ

ているとすれば，そういう活動をするのはどちらかというと基礎自治体が設置する
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ホールであって，全国大会や全県大会みたいなものを県の施設で行うことはあるか

もしれませんが，学校団体などが発表会やコンクールを行うのは基本的には基礎自

治体のホールなのかなと思います。とすれば，やはりここは上質な鑑賞機会を提供

するというところに力点があるのが県のつくる施設ということで，そういう位置づ

けが明確になっているというイメージを方針１との関連では持ちました。 

 ただ，そういうことも実は考えているということであれば後で教えていただきた

いのですけれども，私の理解では，アマチュア市民団体が借りて発表の場に使うと

いう機能はあまり県の施設としては考えていません。例えば東京でいうと，東京文

化会館や東京芸術劇場を市民団体が使うということはまずないわけです。こうした

活動は区立の区民ホールを使うわけですね。東京芸術劇場や東京文化会館はプロの

ものを鑑賞する場ということなので，県の施設や政令市の代表的なホールはプロの

ものを鑑賞する場で，そのジャンルが仙台市のほうは比較的ハイアートなものに対

して，ポピュラーとか商業的なものも含めてやるのが県のほうの施設なのかなとい

う捉え方をしていたので，その理解で良いのかどうかというのを，後でまた事務局

にも伺いたいと思います。 

 それで一番気になったのが方針２で，「先進的・革新的・国際的エンタテインメ

ントの発信」と書いてあります。受信ではなくて発信ということは，何かここでつ

くらなければいけなくなってきますけど，これまでそうした創造機能を持つという

議論はなかったように思います。最先端のものを呼んできて，そこで宮城県民，あ

るいは東北の人たち，あるいはもう関東ぐらいまでも巻き込んでそういうものを鑑

賞できる場をつくる，そういう鑑賞できる拠点としては非常に重要ですけど，発信

と書いてしまうとそこで制作をしなければいけなくなるので，そこは必ずしも想定

していないのではないかということを考えると，発信という表現はもしかしたら改

めたほうが良いのかなと思いました。長くなりましたけど，以上です。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 ありがとうございました。 

 事務局から今の話について何かありますか。 

 

【事務局：鈴木消費生活・文化課長】 

 今，片山委員から頂戴しました市町村の文化ホールとの棲み分けについては，意

識して書きました。ただ，県全体の大会であれば，当然それは県の拠点ですから受

け入れる。一方で，各々の団体については，かなり整備のほうも進んできているの

でそれは市区町村のホールの役割になるというイメージを持ちまして，このような

表現をさせていただいております。 

 ２点目の最先端の芸術活動の発信につきましては，実際の芸術活動の発信のほか

に情報の発信というのもありまして，若干ここで混乱するような表現をしてしまっ

たのかなと感じておりますので，今，片山委員から頂戴した意見を踏まえまして，

この辺りはブラッシュアップしていきたいと思います。 
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【座長代理：大森環境生活部長】 

 ひと通りまずは御意見をいただきましたけれども，総論的なお話をいただいた方，

それから，中田委員はホールの部分についてお話をいただいたというようなことと

か，御意見のレベルがばらばらになったというようなこともあります。お互いの御

意見を聞いて思いついたことなどもあるかと思いますので，基本理念，基本方針に

ついてもう一回り御意見いただければと思います。 

 今事務局からもお話し申し上げたように，我々のほうで基本構想をつくるに当た

りましては，これまでの会議の御意見をきちんと整理した上で，県を取り巻く現状，

そういったものも踏まえた形でまとめております。やはりこの県民会館ができた当

時と比べると，先ほどお話しあったとおり，県内の文化ホールの整備も大幅に変わ

っているところもありますので，各市町のほうに相当なレベルのものが多数今ある

ような状況も踏まえてのまとめというような形にしてございます。 

 御意見の中では，「東北最大」という言葉の使い方とか，空間，質感，そういっ

たようなキーワードも出てまいりましたし，「発信」という言葉が良いのかという

ようなお話も出てまいりましたが，このようなお話も踏まえて，さらにもう一歩突

っ込んだ御意見を賜ればと思いますので，また改めて，天沼委員からもう一回り伺

いたいと思います。 

 では，お願いいたします。 

 

【天沼ひかる委員】 

 他の委員の方々のお話を伺って，私の中で，建物的なところと，そこでこれから

行っていく事業的な取組をどのように分けて表現すれば良いのかと思っています。

今この件については，ホールについて，機能について，空間・共用スペースという

ことですので，建物のところから表現しているような形になりますが，佐藤淳一委

員がおっしゃったように，県民の，言葉がちょっと難しいですけれども，そういっ

た活動をされている方，例えばアマチュアであろうと将来プロであろうと，そうい

った方たちに支援するというか，活動の場というのを物理的に提供するとか，そう

でなければプログラムを提供するとかということは，実質，運営していく上では非

常に重要なことだと思います。ただし，この中でどのように表現していくかという

と，ちょっと今すぐは出てこないですけれども，県民の何の場なのかという部分，

よく地域の文化の拠点と言いますけど，それはどちらかというと，例えばその市の

大きさの話なのかもしれないので，県の場合ですと文化の拠点としてどのようなも

のかということで，そこに県民全体の文化活動とか芸術活動の場みたいなものもあ

っても良いのかと思います。建物はこれからつくるとして，どういう運営をするか

という部分で，その運営するところについては，すごく大儀的なことにどうしても

なってしまうと思いますので，それをどうしたら良いのかというと，ちょっと難し

いですね。 

 例えば建物から入ってしまうので，方針３で「文化施設の人材育成」ということ

が先頭に出てきますけれども，確かに劇場を動かす人材というのは特別ですし，今

全国的にもすごく数が少なくなってきている中で非常に必要ではありますが，先程
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の意見を聞きますと，施設の人材みたいなところが先頭に出てくるのが，建物につ

いて言っているので，それに関わる人材育成の拠点であるべきですけれども，やは

りそこを利用するとか，利用するだけではなく，文化活動をされている方々にどう

いったことができるかというものを入れるのが運営するに当たっては非常に大事

なことだとは思います。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして，佐藤淳一委員，お願いします。 

 

【佐藤淳一委員】 

 私もこの仙台の地で上質な鑑賞機会を持てるというのは，とても重要なことだと

思います。しかし最初にもお話をしたように，今まで県民会館としてこういうこと

で使えていたことが，新しくなってこれからはこのように変わっていくので使えま

せんよというのも一つの道なのかなとも思いますが，実際今まで県立高校の合唱コ

ンクールなどで使用していたところが，県はそういうことではなくなって，今度は

市にできるので市のほうで担ってくださいという形で本当に良いのだろうかとい

うところが，私はまだ引っかかっております。住んでいて思うのは，震災後特にで

すが，震災以前には市民レベルでされていた色々な活動がぱたっとなくなりまして，

場所もなくなりまして，そういったところでこういう新しい大きなホールの建設と

いうような話になってきているので，それを市民レベル，県民レベルでも使わせて

いただけるようなホールであってほしいと思います。そういったことがこの基本理

念の中のどこかにもう少し明確にあったら良いなということが強い希望でもあり

ます。以上です。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 先程に続いて佐藤淳一委員から要望がありましたので，関係部署も含めまして検

討したいと思います。 

 中田委員，お願いします。 

 

【中田千彦委員】 

 今は，機能とか空間のお話をしていますか。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 先程ホールのお話をいただいたので，その続きということでお話しいただければ

と思います。 

 

【中田千彦委員】 

 今一巡した中で，県民会館だから県民のものである，それはそうだと思います。

余談になってしまうかもしれませんが，ある晩に新幹線で東京に帰ろうと思ったと



 

 

- 13 - 

きに，仙台であったイベントのためのお召し列車みたいな新幹線で，みんなそこの

イベントから流れてきた人が，同じようなタオルを首に巻いて東京へ帰るという列

車に乗り合いました。それは，わざわざ仙台の会場に東京や大宮，要するに首都圏

から来て，仕立てられている列車に乗って帰るということが起きているということ

です。仙台というのはそのような関心がある人にとっては全然遠くない場所である

ということを実感した出来事でした。また，そのイベントに来ているタレントさん

が，「仙台のこの何とかを食べていってね」と言った瞬間に，そのお店に長蛇の列

ができてしまって，帰りの新幹線に乗れないからみんなパニックになるみたいなこ

とが起きる街でもあります。それは仙台という街のポジションとか，そういった活

動を受け入れるキャパシティがそれなりにはある。だからこそ，そういったイベン

トを招くことによって，経済的にも活性化できるという可能性があることがすごく

よく分かります。その延長線上にある話題として，今回の新しい県民会館というの

は，単純に興行的に成功する大容量のイベントを連打していくための貸し施設とい

った志向性も当然見えてくるわけですけれども，一方で，地元の方たちがあそこで

最後には演奏して発表会をしたいと思えるような場所になる必要もあると思って

いて，それは経営的に成功する興行を行っていくプログラムを中心に回していく中

では，なかなかその隙間に入れ込めないというお話も出たりすると思います。それ

を解決するのはＩＣＴだったりしますよね。上手にマネジメントできるということ

も新しい時代の技術だと思いますし，それに取り組むことによって，微細な活動か

らメガな活動まで間断なく展開できて，人がすごく動き回っていて，いても楽しく

て，通っても楽しくて，もしかしたらそういった新幹線で帰ってしまう人も名誉県

民みたいな感じで，あそこに通うということを誇りに思えるような，お金を落とし

ていくような経済効果は低いかもしれませんが，結果的には地域貢献になっていく

ようなことを誘発する話題になる。単に受発信の話でいうと発信だと思いますが，

何か活動を，イベントをつくって発信するということのただの発信という定義では

なく，あそこに行くと何かに私も参加できているというようなことが，全国，全世

界に伝わっていくというのが，次の世代の発信の一つだと思います。そういった発

信の在り方というのは，２０世紀的には例えばカーネギーホールがそうだったとか，

１９世紀には他の古いホールがそうだったということと比較して，２１世紀的にど

のような発信のされ方をするのかという，新しい発信のプログラミングを求められ

ていくことになると思うので，新しいカテゴリーとしての受発信というのも視野に

入れていく必要があるのかなと思います。 

 機能，特に空間の共用スペースについてですが，先程も申し上げたように現状の

県民会館はマージン（余白，余裕）が少なすぎます。時代的にはそれで良かった。

とにかく必要な容量のあるハコがあって，もぎりが出入り口にいれば何とかなると

いう時代につくられたものです。その周辺にもっと染み出したり，馴染んだり，都

市と連続していくような場所というものが必要とされてくる時代になって，その発

展形をどうやって捉えていくかということだと思うので，そのためにはどうしても

スペースが必要になると思います。例えば，漏れ聞こえてくる音を聞きにチケット

を買えなかった人がその劇場やスタジアムのそばに行って固唾を呑んで聞いてい
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るということも，それはちゃんと切符を買いなさいよという話ではなく，そういう

ことがあり得るということが，ファンを増やす要因にもなるわけです。そのイベン

トのファンだけではなくて，そこの都市のファンを増やしているというか，地域の

ファンを増やしていくことに繋がると思うので，そういう部分の伸びしろのような

ものは，その空間や共用スペースの在り方について大きな指針になるのではないか

なと思います。 

 同時に，何もないときにも佇めるとか，そこに住みたくなるとか，用事がないの

に行って一日いると何となく良い気分になっているといったことが，歩ける距離な

のか，自転車で通える距離なのか，一駅乗ったら着ける距離なのか，新幹線に乗っ

てでも行きたいと思える距離なのか。こういったことは連鎖するものだと思います。

その連続性を計画することが新しい施設のアイデアだと思うので，空間・共用スペ

ースの在り方については，ここに書かれていることも含めて段階的にスケール感が

変わっていくということを視野に入れた設計・建築が非常に重要だと思っています。 

 ですので，この考え方が結果的に機能に還元されていくところだと思いますし，

単に気の利いたカフェがあるだけではなくて，何でそのカフェがあると人が来るの

かということの本質を見極めていくことが大事だと思います。大規模商業施設とは

違う計画の在り方を勘案しないと生き残れないと思うので，そこを特に重要視して

話題とか議論につなげていっていただけると良いなと思っておりました。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 佐藤寿彦委員，お願いします。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 関東からも，全国からも宮城に人が来ますが，宮城の人も関東に行ったり大阪に

行ったりして，好きなものを観たり体験したりしているわけじゃないですか。例え

ば，現在の県民会館ができた５４年前，野外でコンサートを行うことはあり得なか

ったわけですね。それが現在は進化して，最近では，いわゆるロックやポップスと

日本では言っていますが，お客さんが野外でライブを観たり，屋内のライブでも観

客が座ることなく立って観たりするわけですね。国内には座席がないライブ会場も

あります。それだけ演者側と観客側がかなり進化してきているわけです。何度も言

っていますが，１０年後，２０年後どうなるかはよく分かりません。ですから簡単

に言えば，新しいライブの会場は，雨風がしのげて，電源があって，ステージみた

いなものがあれば良いのではと個人的には思います。大は小を兼ねるので，人々が

いっぱい入るものが良いのではないかなと思います。もちろん色々な意見をまとめ

るのは難しいと思いますが，低予算で人が多く入る施設はシンプルですよね。 

 それと，ハイアートという言葉がよく出てきますが，僕のハイアートはビートル

ズです。人によってハイアートは違うので，それをきちんと定義していくのはすご

く難しいと思います。ハイアートというとクラシックというのが即座に出てくるか

もしれませんが，人によっては吉田拓郎さんだったり，サザンオールスターズだっ

たり，嵐だったりするかもしれませんので，ハイアートという定義づけはしないほ
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うが良いかもしれません。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 片山委員，お願いします。 

 

【片山泰輔委員】 

 先程，方針２について事務局に質問させていただきまして，そこには情報発信の

ようなことも含まれているということを伺いました。その情報発信のところについ

て言いたいなと思っているところがありまして，方針３を見ると，上の四角のとこ

ろには，「文化芸術の収集と情報発信」と書いてありまして，その下に，「ライブエ

ンタテインメントの情報の収集と発信」というのが書いてあります。その機能の意

味での情報発信と方針２のところの情報発信がどう関わるのかというところが気

になるところだという点と，あと，最初の発言のときに，方針４のところで県レベ

ルでの広域自治体としてのコミュニティ拠点機能を考えることを少し議論したほ

うが良いと申し上げましたけれども，実はそこに関してこういう情報発信の部分が

関われるのではないかと個人的には思っております。例えば県内の，それこそ基礎

自治体の文化施設や芸術団体などの活動の情報が集められている，あるいは県内の

高校の演劇部の戯曲が全部アーカイブされているとか，そのような県内の色々な文

化情報がここに来ればあるということになると，そこで公演がない日であってもそ

ういう情報を見たいという県内の色々な市民団体の方とか，それこそ高校の演劇部

の方だとか，合唱部の方だとかがそれを見に来るような場ができれば，拠点機能と

いうのをつくれてくると思います。むしろ情報収集と情報発信，県内の文化情報の

収集と発信というのを，この一番下のコミュニティ拠点機能の中核に据えるみたい

な整理をしていくと，要するに基礎自治体の市民ホールのコミュニティ機能とは違

う，県という広域自治体レベルのコミュニティ機能という意味でのそれぞれの県内

における演劇コミュニティとか合唱コミュニティとか，それこそロックの好きな方

たちでもいいですし，そういった方たちが県内の活動のアーカイブとか情報とかを

見に集まってくる，そういう場ができるということで考えていくと，整理ができる

のではないかなと思いました。 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 ありがとうございます。 

 二回りいたしましたけれども，この項目について志賀野座長からもお話をいただ

きたいというふうに思っておりますので，志賀野座長からもお話を伺った上で，こ

の項目については締めるという形にさせていただきたいと思っております。何か言

い足りなかった部分，志賀野座長が来る前にこれもつけ加えておきたいということ

がありましたらお願いします。 

 もしなければ，若干休憩時間とさせていただきまして，志賀野座長が到着されま

したら，この基本理念と基本方針のまとめをさせていただきたいと思います。 

 では，若干の休憩です。 



 

 

- 16 - 

（休憩） 

 

【座長代理：大森環境生活部長】 

 皆様お揃いでございますので，再開とさせていただきたいと思います。 

 議事の中の県民会館の整備の基本的な方向性の中の基本理念と基本方針につき

まして，委員の皆様から御意見をいただきました。志賀野座長がお着きでございま

すので，志賀野座長からもそれについての御意見をいただきますとともに，この項

目のまとめもしていただき，さらに議事を進めていただければと思います。 

 それでは，座長のほうに進行をお任せします。よろしくお願いいたします。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 大変遅れまして申し訳ございませんでした。 

 今回，最終回ということで，基本理念，基本方針，その他のことについてもまと

めなければいけないということでございます。今日も含めて４回ということで，今

まで積み重ねてまいりました皆様方の意見が色々と多岐にわたっていると思いま

すけれども，いずれにしましてもその意見を足し合わせていくというか，最終的に

それを取捨選択するというのは県のほうに任されているわけでございますので，そ

ういった前提で結構注文が多い議論をしてきたかと思います。基本理念につきまし

ても，一つの良いホールをつくるというところに向けてのお話し合いがされてきた

ように思います。 

 そして，この基本理念でございますけれども，基本方針１，２，３，４とありま

して，大変立派な基本方針ができていると思いまして，私も基本的にこれには異論

はございません。なおつけ加えておけばというところで言いますと，やはりこれま

での県民会館の，全国を見回してもある種ホールの劣化というか不十分な部分が非

常に目立ってきたと思います。今日的に言いますと２千席ホールというのは，高崎

市も増えましたし山形県も今整備しているということで，そういった整備の環境が

段々と各地で行われているということになっていると思います。そして，その先鞭

をつけていったのが１９９７年の新国立劇場の整備だったかと思います。そこの中

で相当劇場系のホールの性能というものも高まってきておりまして，この中で「東

北最大の大型総合エンタテインメント拠点」と言えるための条件というものがある

と思います。そのキャパシティも含めて，ホールの形状，あるいは舞台の大きさと

いうのは実はあまり見えないのですけれども，そこも一つ大事なポイントではない

かと思います。新国立劇場は４面舞台を備えたホールということになっているわけ

ですけど，この辺りの議論はあまり進んでいなかったかと思いますので，次のパラ

フレーズの議論になるのかなと思います。私が一つ言いたいのは，そういった事柄

を倣っておくという考えもありますけれども，一方，装置として大きくなればなる

ほど維持費もかかりますし，メンテナンスも非常にコスト高になってくるので，や

はり最適なモデルを志向するというのが良いのではないのかなと思っております。 

 それから，この中で大事なところでいうと，方針３で人材育成というお話が片山

委員を中心に出ていたと思います。これはやはり県が，県内の全体を見回す拠点ホ
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ールというところでこれが必要なのかなと皆様から出ていると思います。そうした

場合に，今までハードとソフトという２面で考えてきたのですけど，広い意味では

ソフトですけど，もう一つカテゴリーとしてヒューマン・ウェアという人材的な要

素というものをどのように考えるのかというのがあってしかるべきだろうと思い

ます。それに伴う施設というのは，そんな大それた施設ではないにしても，それな

りの人材育成をしていくのであれば，アーカイブ機能みたいな要素も必要ですし，

ワークショップをするのに最適なその他の施設というのでしょうか，そういったも

のが備わった総合的な意味でのホール複合という言い方があるかもしれませんが，

そういった大ホールだけではない，そのホール群というのかあるいは諸室群と言っ

たら良いのでしょうか，そういったものをぜひ大事にしてほしいなと，そういうこ

とが一つ言いたかったことでございます。それは機能というところでも大事なこと

だし，方針２のクリエイティブな拠点としての実態を持つためには，そういったこ

とが必要なのではないかと思った次第です。 

 皆様からも多分たくさん出たと思いますので，そのようなことを私としては，こ

の項目では言いたかったというところでございます。 

 以上でございます。 

 次の話に進めてよろしいでしょうか。皆様から何かつけ加えることはありません

か。 

 では次のところに行きたいと思います。それでは次の案というところで，説明を

事務局からお願いいたします。 

 

【事務局：鈴木消費生活・文化課長】 

  それでは，施設の基本的な構成案について御説明いたします。「資料４」を御覧

ください。 

  資料は，左側に有識者会議の議論の整理，それを踏まえて，「区分」，「コンセプ

ト（キーワード）」，「施設概要」，「用途・事業運営」という項目で整理し，「区分」

につきましては，「ホール」，「ホール以外（創造・育成・連携拠点）」，ページをお

めくりいただきまして，「共用スペース」，「その他」，「施設全体」に分けておりま

す。 

  まず，「ホール」につきまして，「コンセプト（キーワード）」は，「①県が誇る東

北地方最大・最先端の高機能ホール」ほか５つを，「施設概要」としては，「劇場型

大ホール２０００～２３００席，舞台・バックヤードについては現県民会館の課題

を解決したものとする」，「用途・事業運営」は，「①テクノロジーを活用した公演

（ポピュラー音楽や大型ミュージカル）を中心に上演」ほか５つを掲げております。 

  次に，「ホール以外（創造・育成・連携拠点）」につきましては，「コンセプト（キ

ーワード）」は，「①宮城県内文化施設スタッフの人材育成中核拠点」ほか７つを，

「施設概要」としては，「①スタジオシアター大・小」ほかリハーサル室などを，「用

途・事業運営」は，「①広域自治体として県内市町村ホールの人材教育支援を担う」
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をはじめ，この資料では１１の項目を掲げております。 

  なお，このホール以外の施設の具体につきましては，コンセプトを踏まえた機能

を発揮するためのものとしていく必要がございますので，本日お示ししているもの

から，基本構想を練り上げていく過程で更にブラッシュアップさせていかなければ

ならないものと考えております。 

  ページをおめくりください。次に，「共用スペース」につきましては，「コンセプ

ト（キーワード）」は，「①県民に開かれた集いの場」ほか３つを，「施設概要」と

してはアイデアベースとして，「①アトリウム」などを，「用途・事業運営」として

は，「①県民に開かれた開放性，連続性のあるオープンスペース」ほか６つを掲げ

ております。 

「その他」としては，「施設管理のための諸室」を，また避難所機能についての

御意見を頂戴しておりましたので，「施設全体」という区分で，「災害用備蓄倉庫等」

の，「有事の際に県民の避難場所として機能する」用途も掲げております。 

なお，施設構成につきましても，当有識者会議と並行して検討が進められており

ます，「県有施設再編等の在り方検討懇話会」の議論も影響してまいりますので，

そちらの議論も注視しながら新たな県民会館整備の基本構想を策定してまいりた

いと考えております。 

本件に関する説明は以上です。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 ありがとうございました。 

 今，事務局から御説明あったとおりでございます。これにつきまして，皆様から

色々と細かい話にもなってくるかと思いますけれども御意見をいただいて，もう少

し詰める要素がありましたらお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【天沼ひかる委員】 

 候補とされているこの跡地に，劇場以外のものが建つかもということを県として

は議論されているわけですよね。一つ思いますのは，先程志賀野委員がおっしゃっ

たように，ホール複合で色々なサイズのホールや，例えばスタジオとかそういった

ものが複合で建っているのは良いと思いますけど，例えば下が事務所みたいな形で

その上に劇場があるとか，それはもちろん用地が少ないところがどうしてもそうせ

ざるを得ないという形でやっていることが多いと思いますが，基本，複合はそれぞ

れの目的が違うというところでは，私は一番やらないほうが良いと思っている形で

す。同じ場所に建物がそれぞれ離れて建っているのは良いのですが，それが全部つ

ながったような形で建てていると，将来，修繕含めて非常に苦しいスケジューリン

グですとか，色々なことが大変なことになると思います。特に音の問題に関しては

今すごく技術的に色々あるとは思いますが，今，私たちのホールでホテルと劇場と
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が全部くっついて建っているわけですが，実はホテルに音漏れがしてしまいます。

それも実質は設計ミスというか，建築ミスみたいなところではありますけれども，

それを今営業的にどのように分けていくかというところで，劇場を使用していると

きにホテルは宴会ができないとかその位のレベルの話にもなっていたりして，うち

のレベルで起こっていることは肥大的な経費を含めてそういったものは小さいと

は思いますが，実際，中の配管や空調とか含めて，本当に細かな話で恐縮ですけれ

ども，全部が一緒になっていると大変なことになりますし，機能としても同じ場所

にあってもそれぞれが独立しているほうが，変な言い方ですけれども生きていける

という形になると思いますので，同じ場所にあってもくっついていないということ

が一番良いなと思っていますし，そうなれば良いなと思います。 

 この施設概要につきましては，本当に色々なことができるということが全部網羅

されていると思いますし，席数に関してはどのように判断されるかというのは本当

に大きなことですので，２０００席を超えるというのは興行される方がよくお分か

りで，その物によっての必要な席数で，少なすぎたら基本的に貸館にならないとい

う場合もありますので，そこの部分については，その考えでお含みいただくのが良

いと思います。ただ，巨大過ぎるのは，基本的によろしくないということだとも思

います。 

 あとは，オープンスペースというのは非常に大事でして，外でまずお客様以外の

ところでその空間を使って色々な情報提供ができていれば，先程ほかの委員もおっ

しゃっていたように，常にそこに人がいるスペースというのも絶対にできると思い

ますし，この施設概要については，古いホールで色々と苦しんでいるものにとって

は，本当に夢のような施設の設計だなと思いました。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 ありがとうございました。 

 今一つ大事な論点としまして，「区画」という問題が出てきたと思います。これ

は中田委員の専門になると思いますけれども，この区画ということでこれは必ずし

も音漏れだけではなくて，そこにお客様が入るのか入らないのか，別区画で入れる

のかどうかという問題もありますし，防災区画等の防火区分というかそういったも

のも生じてくる，あるいは建築基準法上の諸問題もありますよね。１棟で考えるの

か，２棟で評価するのかということで違ってくるというようなこともありますので，

このあたりを中田委員，意見をお願いいたします。 

 

【中田千彦委員】 

 コンプレックスというか，多機能が集まった都市型施設をつくる。今回，敷地に

ある程度余裕があるのではないかという希望的な観測と，今までの県民会館の小さ

さから脱却をして，それに併せて複合的なことを検討できる可能性があるという中

で，ホールだけではなく，商業施設なのか，文化施設なのか，もしかしたら福祉施

設のようなものも同様に入っていくのではないか，ということを更に検討しなけれ

ばいけないと思います。 
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 お話がありましたように，ホテルの宴会に音漏れしてしまうと困るというような

話は，建築計画上の課題だと思います。一方で音漏れカフェみたいなものがあって，

何かやっている興行を聞きながら遊べることが魅力になるということも可能性と

してはあると思います。それは，ホールが何のアクティビティを引き受けていくの

か，それはもし複合したときに，ある種の縁を切らなくてはいけないのかどうかと

いうことは，非常に建築計画的な部分で，それらも含めて何を一緒に引き受けたい

のか，きちんと線を引きたいのか，ということを議論するステージが必ず必要だと

思います。その議論をした中で，これは分けるべき，あるいは内包したほうが良い，

というようなことが整理されていったときに，その議論の成果を前提として建築計

画をしていく。それは当然法的な区分もありますし，防火上，防災上の区分もあり

ます。その後，そのプロフェッショナルな人たちの議論として検討していく中で，

ある程度積み上げられる必要があると思います。こちらがこういう要件でこんな仕

様をつくって，誰かに案を出してもらって，見積もって，それがどうできるかでき

ないか，というようなありきたりな手続きに頼りすぎず，その前にはきちんと，豊

かな試行錯誤を繰り返すためのやり取りが必要だと思います。 

 音の発生とずれていくかもしれませんけれども，人材育成に関することですと，

単にテクニシャンとか，アーティストとか，ボランティアの資質を向上するための

人材育成ということではなくて，この施設を県民としてどうやって，市民として，

国民としてつくっていきたいのかということから立ち上がるような，コンソーシア

ムなのか，アカデミーなのかは分かりませんが，そういった活動を積み上げていっ

て，その上で基本的な要求がされているホールはこうですが，それに抱え込むよう

なアクティビティは何が良いのかとか，そのためにどういうスペースが必要なのか，

どういう質感が必要なのかという話題をまとめていく。そのための議論の場が必要

ではないかと思います。それには当然，専門家の御指導も必要ですし，多くの一般

の方たちの参加も必要ですし，役所の用意するフレームをどのように考えるかとい

うことの話題の提示も必要でしょうけれども，そういったことがあった上でこの建

物そのものができてくるというプロセスがとても大事だと思います。 

 よく言われるようなワークショップをやりましょうということが，今はもう一般

的ですけれども，単にワークショップを開催することで，何かやったつもりになる

のではなく，その議論を通じて人々の考えをもっとふくよかにして，行く行くは役

所の誰かが公務員として運営するのではなく，彼ら，彼女らがこの場所を運営でき

るような，そういった人たちが率先してそういったものをつくり上げていく，また

は多くの人たちを受け入れていくような活動とか，ホスピタリティを周辺に浸透さ

せていくような，文化的な，あるいは県民というか人々の気持ちをつくっていくよ

うな，そういったものを今からだったら仕組めるような気がします。要綱ができて

ハコができたから「さあ，やってください」っていうことですと，やはりこれまで

も多く言われてきたハコモノ行政に対する批判的なことが起きてしまうと思いま

す。これからはこのような理不尽なことをしなくて済む世の中だと思います。ネッ

トワークを使った活動も活発です。そういったところから，例えばホールの音は，

ここは聞こえてほしいけれどここでは聞こえてほしくないとか，ここは繋がって 



 

 

- 21 - 

ほしいけれどここでは繋がってほしくないとか，今の県民会館がなくなった後はこ

のようになったからここはこのようにしようかとか，周辺に住みたいと思うときに

どのような住宅をつくろうかとか，そういうことも話題として積み上げていけるよ

うなテーブルをつくっていくということも，今だからこそ発起できる話題なのでは

ないかなと思っていました。 

 話が広がりすぎたかもしれませんけれども，そういうところで，もちろん法的な

こと，防災のことなどもきちんと承知して進めることができる，何かヒューマン・

ウェアみたいなものが必要だと思います。そこを積み上げていくということを，ぜ

ひこの議論のその先に検討していただければと思います。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 ありがとうございました。 

 今，天沼委員の提起の複合問題については建築的な色々な諸工夫でパスできる，

こういうお話が一つあって，そしてもう一つの人材育成ということでいうと，ホー

ルがある種の機関，今どきでいえばアーツカウンシルとかですね。片山委員，全国

で６か所ありますか，アーツカウンシルとしてやっていらっしゃるところが。 

 

【片山泰輔委員】 

 アーツカウンシル的な機能を持とうと思っている政策推進組織は，６にとどまら

ず，もう２０以上あると思います。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 そういうことですね。そういったようなアカデミーとかアーツカウンシルという

ような構想も併せてイメージしながらハード整備をすべきだというのが中田委員

の御意見だったと思いますが，この辺りについて，片山委員どうでしょうか。 

 

【片山泰輔委員】 

 ちょっと違う話ですけれども，共用スペースのところに「カフェ」というのが書

かれています。こういう文化施設をつくるときに，カフェとかレストランというの

が，いわゆる公の施設の規定の中では目的外使用として使われるケースが割と多い

です。ただ，京都のロームシアターがおそらくそうなっていると思いますけど，カ

フェも重要なコミュニティの拠点をつくるための目的使用だという位置づけで制

度設計をしていったほうが，非常に意義のあるカフェが設計できるようになるので，

今の段階ですでにここに書き込んであるわけですので，ぜひこの先の詳細な議論を

するときに，きちんとカフェも機能の一つだというところを位置づけていくように

していただけると良いなと思いました。 

 それから，志賀野委員から問いかけられたアーツカウンシル的な機能ということ

でいくと，やはり行政本体は，どうしても人事異動の中で専門的な職員を要すると

いうのはなかなか難しい面がありますから，別な枠組みでプログラムオフィサーと

かプログラムコーディネーターとかそういった人たちを配置して，地域の文化政策
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を推進する上での核にしていくというのが，今日本の各自治体で進められています。

それを行政の本体にくっつけて設置するというようなやり方もありますけれども，

施設の職員にそういう機能を持たせるというのもやり方としてはあるので，この施

設が県内の基礎自治体の人材育成を担うということであれば，ここに配置する職員

がそういう役割，例えば，県が県内の色々な団体に交付している補助金などがある

とすれば，そういうものを交付する機能などをこの新しい県民会館が担うとか，そ

ういうことも可能性としてはあるのかなと思います。どういう人的配置ができるか

ということになってくるかとは思いますけれども，本当にそういう拠点機能を強化

しようということであれば，今各自治体で行われているアーツカウンシル機能を行

政がどう持つかというところと併せてこの施設を考えるのも一つの方法としては

あり得るかなと思いました。 

 調査研究機能のようなものをここに入れるということであれば，なおさらそうい

うことも考えていく余地はあるかなと思います。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 今片山委員がおっしゃったことを取り上げるとすれば，ここの中にそういう機能

を検討するくらいのことを文面として入れるかどうかというのが一つあるかと思

います。そういう問題提起だったと思います。 

 それでは，天沼委員からもう一つ，座席数が大き過ぎる，巨大過ぎるのはどうか

という問いかけがありました。どの辺りからが巨大かということも定義づけておか

ないといけないので，私なりに定義しております。１５００席から２０００席とい

うのが大型でありまして，２０００席超から５０００席とかいうところになると，

これは超大型というような位置づけになろうかと思います。そして，日本において

は超大型というのはめったにありません。ＮＨＫホールが，もともと会長さんが４

０００席をつくれと言って３８００席になったという経緯があります。紅白をやら

なければいけないからというところもあります。あそこでＮＨＫの定期演奏会など

をやっているわけですけど，これが筆頭です。あともう一つ，東京国際フォーラム

です。このＡホールが，何と５０１２席あるわけですよ。これは巨大と言えると思

います。いわゆる大阪城のアリーナとか横浜アリーナとか，そういうイベント的な

ものとは別に，ホールとしてこれらが日本においては一番大きいです。 

 さて，今回２０００席ということで設定されていますが，２０００席なのか，２

０３０席なのか，２４００席なのかというところは，議論の余地があるのではない

かと思います。２０００席を使いこなすという意味では，普通の団体がそうそう簡

単には借りられるとは思えないですよね。ちなみに，料金など普通は１席当たり大

体５００円ぐらいが限度，６００円くらいまでいくのもあります。それが２３００

席，２４００席になると，フルスペックで借りた場合，１日当たり１２０万円とか

になります。そうすると１００万円を超えるものを１日でレンタルできるところと

なると限られてきますよね。この２０００席というものを境目に，相当大きなホー

ルであるということをイメージした上で議論をしておく必要があると思います。も

ちろん仙台市も２０００席というようなことをおっしゃっています。劇場系とコン
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サートホール系は全然違うので，私はこれかなり明快に分かれると思います。例え

ば札幌のＫｉｔａｒａホールというのはコンサートホール系で２００８席です。そ

して，新しく札幌文化芸術劇場ｈｉｔａｒｕという大ホールができました。これは

劇場系のホールです。同じ札幌市の中で２つ２０００席超のホールがあるわけです。

同じ都市に２０００席超のホールがあるというところもまず押さえておきたいな

と思いますが，この２０００席を巡っての議論としては，お使いになる可能性も含

めて今お二方いらっしゃるわけです。佐藤淳一委員からお聞きしたいと思います。 

 

【佐藤淳一委員】 

 やはりこの地元で２０００席以上のホールを使おうと思ったら，人を集めたりす

るのがなかなか大変だと思います。ただ，コンセプトにありますように，ポピュラ

ー音楽や大型ミュージカルの公演で，なおかつ仙台近辺をターゲットにせず全国を

ターゲットにするということであれば，２０００席以上でもそれは存在する価値が

あるのではないかと思います。ただ，やはり地元で活動している人たちが，より使

いにくくなるというようなことかなとは思います。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 これは佐藤寿彦委員にぜひ聞いておきたいのですが，やはり２０００席と設定す

るか，２４００席くらいにしてしまうかというのはありますよね。私が調べますと，

愛知県芸術劇場の大ホールは２４８０席あります。それから，東京文化会館の大ホ

ールは２３０３席ということです。あとは商業系で言いますと，渋谷ヒカリエの中

に東急シアターオーブというのができていますよね。これは，結構外国の海外系の

ミュージカルとかを色々とやっているわけですよね。あるいはシルク・ドゥ・ソレ

イユ系のサーカスのエンタテインメントのようなものまでやっているということ

ですけれども，もっと大きいと思ったのですが，１９７２席ということで，ちょう

ど２０００席弱で回っています。しかしながら，同じ東急でつくったオーチャード

ホールは２１５０席ありまして，これも同じエリアに２０００席規模のホールが近

接して存在してそれぞれ棲み分けをしている。本当はオーチャードホールもミュー

ジカルとかができるという設定で始めたのですが，非常にバックヤードが狭かった

りして劇場としては使いにくかったので，クラシック系の専門ホールに段々なって

いったわけです。そういう経緯があって新しく東急シアターオーブをつくったわけ

ですけど，そのような事例を見ながら，２０００席を超えたときにどのようなコン

テンツがイメージできるかということを，ちょっとお話しいただければと思います。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 簡単に言えば，現在の県民会館ができた５４年前の時代は要するにコンサートと

いうとおそらく演歌のライブくらいしかなかったと思います。現代社会では，ライ

ブに来る人たちはこの５０年間で何倍になったのでしょうか。また，現在の音楽の

ジャンルもフォークソング，ポップス等多くのジャンルが出現しました。 

では，なぜ全国で建設する会館は約２０００席と流行りのようになっているかと
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いうと，私見なのですが，会館をつくるときに，ロックなど若い方たちの音楽をど

う捉えるかという意見をする方たちを，検討会に集めなかったのだと思います。こ

こ２０年，３０年程前から国民がフォークソング，ポップス，ロック等のライブに

殺到していますが，その状況を検討会では検討されなかった経緯があるのではない

でしょうか。また，日本の場合はアリーナではなく体育館でライブを開催していま

す。その体育館で，我々は１万人から３万人規模の観客を集めてライブを開催して

います。これも新会館建設と同じように体育施設だけの建設であって，多目的使用

のアリーナ建設が検討されてこなかったのが原因ではないでしょうか。宮城県での

マーケットは２０００席だろうが２５００席だろうが，つくっても十分に色々な採

算は取れると思います。お金の歳入ベースでいえば現在の県民会館の２，３倍にな

ると思います。 

 現在のポップスやロックのライブチケット料金でいうと，１万円前後のライブが

増えています。しかし，日本のチケット料金はアジアでも結構安いほうになってき

ています。ですから，今，志賀野委員がおっしゃったような１席当たり６００円と

いうのが今まで大体我々の業界でもそうだったのですが，今後は８００円から１０

００円くらいになってくると思います。３０万円のチケットも販売しているオリン

ピックを境に，１席当たりの料金に変化が出てくると思います。 

僕の立場でいうと，県民の方が喜ぶような宮城になかなか来てくれない公演が，

キャパシティが多いので来てくれるという現実があります。それが１日公演では足

らないので，２日間公演にするという事になると思います。残念ながらキャパシテ

ィが小さいところは，なかなかビッグアーティストは来にくいという現状がありま

す。県民が喜ぶという切り口でいうと色々と問題がありますが，建築費が同じであ

れば，なるべくキャパシティは多いほうが良いであろうというのが僕の考え方です。 

 それと，先程音のお話がたくさんありました。しかし，実は振動の問題もありま

す。京セラドームはジャンプ禁止になったとか，２０年前に川崎市でチッタという

スタンディングで１３００人キャパの会場がありましたが，観客が全員でジャンプ

すると鉄道に影響が出たという都市伝説のような話もあります。新県民会館は，２

０００人の人間が飛び跳ねる事もあると思います。観客が一体となって盛り上がる，

グルーヴと言いますけど，そういう状況があるので音の問題も当然なのですが，振

動の問題も色々な角度から捉えて研究なさったほうが良いと思います。以上です。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 ありがとうございます。 

 大丈夫だという話でつくってみてそんなに入らなかったら困りますけれども。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 グランディ・２１の体育館では，現在年間で１５から３０のアーティストのライ

ブが開催できていません。多くのビッグアーティストが宮城に来られないというの

が現実です。それが２０００席だとどうなるか。ビッグアーティストが宮城に来な

いかもしれません。 
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【座長：志賀野桂一委員】 

 つまり，私が何を懸念するかというと，超ビッグなアーティスト，例えばセリー

ヌ・ディオンが来るとしますね。そうすると２０００席では足りないですよね。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 もちろんです。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 ですよね。武道館とかになるわけですよ。そうするとその場合は体育施設になる

わけです。だから，そうではない海外のメジャー興行系，ミュージカルなどが狙う

ところになりますよね。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 でも，最近は往年の海外のアーティストが宮城に多く来ています。しかし，往年

のアーティストのためか会場が満員にならないこともあります。ただ，国内のアー

ティストがすごく堅調なので，我々は東北において開催場所が１か所となった場合

はどうしても政令市である仙台市を選んでしまいます。キャパシティでは一番客席

がある仙台サンプラザホールを選択します。ただ，サンプラザホール，宮城県民会

館，この宮城県内で座席数が多い会館の２トップが全然予約が取れませんので，イ

ズミティとかで仕方なくやっているというのが，我々のジャンルの，国民が好きな

ジャンルの催事ですね。ですから，興行的に儲かる云々じゃないですけど，正直言

うと２４００席あったって，まあしょうがないかなという感じですかね。秋田が２

０００席だったら仙台は４０００席でも良いのではないか，みたいな乱暴な話をし

ている方もいますけどね。ですから，キャパシティの問題は，僕は建設費用の問題

だけだと思いますね。 

我々の公演の中には，カーテンで客席を隠すなど簡易的な方法で客席を１０００

人にすれば良いという感じのライブもあります。また，一時的に客席を減らす方法

もたくさんあります。そういう使い方も現実にできるのではないですかね。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 私も使うイメージアップをどうしたら良いのか，大ホールといったときに２００

０席超のこういうイメージをどう描けるのかという問題です。後で禍根を残さない

ように聞いておりますけれども，いわゆるメジャー系のＪ－ＰＯＰだとかは，宮城

県は確かに飛ばされています。要するに体育館系でやると仕込みとかでもうちょっ

とお金がかかるわけですよね。逆に劇場となっていれば，大体は仕込みますけどそ

こには一応ちゃんとしたセットがあると。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 音響と照明は全部持ってきますから，簡単に言えばハコがあれば良いということ

ですね。極端に言えば電源車まで持ってきますので，新しい会館ができても雨風し
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のげれば良いなという感じですね。それが東京の常識ですね。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 それで飛び跳ねるわけでしょう。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 飛び跳ねて大変です。武道館は揺れすぎますけどね。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 私たちが整備しようとしている県民会館は飛び跳ねるのを中心に考えるのか，そ

うではなくてちゃんと座って見聞きするというイメージでいくのかというと，今ま

での流れからすればそんなには飛び跳ねないほうにセットアップされているのか

なと思うものですから。 

 

【佐藤寿彦委員】 

 小田和正さんや井上陽水さんのライブのお客様でもグルーヴしますしね。６０代

や７０代の方は昔と違って音楽の趣味・嗜好が違いますからね。グルーヴや飛び跳

ねるかどうかというのはお客様の感覚，感じ方なので規制するのは難しいですよね。

そのような状況は４０年前には考えられないことです。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 そんなこともあるものですから，この大ホールの議論で色々と調べてみますと，

結構２０００席を超えるホールでも，中ホール的な使い方で区分によって上手に使

い回しているという館がいくつかあります。そういった事例を紐解いてみると非常

に汎用性が高まるのではないかと思うわけです。 

 一番最近できた札幌文化芸術劇場ｈｉｔａｒｕを御紹介いたしますと，これは２

３０２席ということで，愛知県芸術劇場に次ぐくらいの大きさですね。そこはどの

ようにしているかというと，１階席から４階席まであるわけですが，１階席と２階

席だけ使う場合は１６８６席という設定で使える。それから，もう一つ区分けを上

げて３階席まで利用すると２０５１席になる。そして，フルスペックのときに２３

０２席で使えるというような工夫をされています。そういうことになりますと，料

金が段階的になるので使いやすいことになるのではないかと思います。そのような

ことを前提に色々と調べていきますと，愛知県芸術劇場の大ホールも実は２４８０

席でありながら，５階席の正面と４階席の一部をカーテンのような形で仕切りまし

て，少し小さいクラスになるというようなことをやっていらっしゃいます。いくつ

かありまして，まつもと市民芸術館の主ホールも１８００席ですけど，中ホール的

な使い方が可能になるやり方をしています。これは料金設定もそうだし，ある種簡

単な区画でもってそれを可能にするということをおやりになっている。そういった

ものを一つのモデルにしながら，後発でつくるのですから汎用性の高い，（中ホー

ルというのがどこまでを指すのかというと，あえて言えば８００席くらいだと思い
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ますが，）１５００席ちょっと超えたくらいのところまで下げられるような方法論

は，ありではないかと考えます。１階席，２階席，３階席，４階席あったとすれば，

その使い方，つくり方によって可能であるということが色々と事例が出ております。

これまでの県民会館の使用状況というものを見ると，ちょうどその１５００席くら

いをいっぱい使うわけですよね。そういった実績もあるということでいえば，その

ようなつくり方もあるのかなと思いました。これは私の提案として意見申し上げて

おきたいなと思います。 

 中田委員，こういう事はやり方として色々とありますよね。 

 

【中田千彦委員】 

 はい。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

ということでございます。 

 さて，もう少し，そのほかのオープンスペースなどについても御意見が出ました。

そのことについても，そのほかでも結構ですので，御意見を賜れればと思います。 

 今日，樋渡委員がいらっしゃらないのですけれども，多分彼のことを代弁すれば，

もう少し小さいスペースで親密な空間で演劇みたいなものができる場所が欲しい

といったことはおっしゃるのではなかろうかと。前におっしゃっていましたよね。

そういったことがここの中で可能なのかどうか。諸室のつくり方によってはそれも

可能かもしれませんね。その辺り，事務局の考え方を教えていただけますか。 

 

【事務局：鈴木消費生活・文化課長】 

 そちらの部分が「施設の基本的な構成案」の「ホール以外（創造・育成・連携拠

点）」の部分の「施設概要」で，通常であれば中ホールとか小ホールという表現を

するのでしょうけれども，ここではあえて「スタジオシアター」，スタジオ的なも

のを「大・小」，色々な用途が右側にも書いてありますとおり，様々な使い方を想

定しております。その中で，俳優の息吹とかが伝わるようなというお話も頂戴して

いますので，その辺りはスタジオの小とかが活用できるのかなというイメージでこ

の資料では施設概要のほうに入れてございます。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 ということは確認ですけど，それは練習というだけではなくて，お客様が入る施

設として想定されていると考えてよろしいですか。 

 

【事務局：鈴木消費生活・文化課長】 

 その「スタジオ」という表現をあえて使っているのは，あるときは演劇の空間，

あるいはリハーサル室，あるいは研修の場所といった，多用途で色々使えると思っ

ています。 
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【座長：志賀野桂一委員】 

 ということだそうでございます。中田委員どうぞ。 

 

【中田千彦委員】 

 舞台芸術，演劇みたいな活動にとっては，やはり顔の表情とか，声とか，息遣い

みたいなものが距離感的に必要となると，いわゆるこれまでの計画学的な考え方か

らすると，大ホール，中ホール，小ホールがあって，それをどのように配置するか

というような話になってしまいます。しかし，今回の県民会館の新しい在り方を考

えるというときには，一つは，ある程度の大きさ，２０００席とか，２０００席を

超える大きさが求められていて，新しい技術を使ってアーティストの表現の多様性

に対応する方法を組み込んだ大劇場型のホールを持つ必要がありますし，これから

の宮城県，また周辺の自治体を含めた文化や様々な活動にとってシンボリックでも

あり，機能の流動性もあり，様々な社会問題に対しても応答していく，重要な県の

政策としての在り方もあると思います。そういうものは必ずきちんと用意しましょ

うということと，一方でそれを前提にしながらも，もう少しスケール感が小さい，

人の顔が分かるような場所も必要なのに，それはどうしてないのか，という議論に

陥らないために，小ホールを兼ねるスタジオシアターのようなものを考えるといっ

た，多様性を持った在り方の検討もすべきでしょうということですよね。これまで

の考え方で言えば，仙台には１０－ＢＯＸのような練習小屋があって，昔の演劇の

スタイルで考えてみると，「役者達は練習小屋で汗だくになって練習して，本番は

ハレの場所でやる。それが演劇です。」というような一つの型があったと思います。

もちろんそういった演劇文化の中では，必要なやり方だと思います。しかし，それ

を分け隔てることではなくて，時代に合う規模の空間が，あるときはハレであって，

あるときはケであって，ということをうまく使いこなせるような新システムを考え

れば，それを県民会館の中に組み込むことも可能でしょうというのが，この資料４

の「スタジオシアター大・小」といっているような文言に願いを込められていると

理解をしました。そういう意味では書かれている文言が，カフェであるとか屋外ス

テージだとか，通り一遍な感じはしますが，実はそこにはもっと新時代にとってふ

さわしい，カフェにしても屋外ステージにしても，何か使い方が新しい時代に応答

したようなものを考える余地があるし，空間的な可能性も見られます。その知恵と

いうものは，世の中にはたくさんあると思います。先程も，スタンディングで建物

が揺れて心配だというのは，懸念になるようなことが何もない時代につくられた結

果，今となっては社会問題になっているのです。現代の技術では，地震が来ても揺

れない建物が建てられるので，人が揺れたくらいで周りに影響するような建物とい

うのは考えられません。迂闊なことは言えませんけれども，その技術を逆手に取れ

ば，人の振動を抑える建築もできると思います。当然，技術は未開の興味深い方向

に伸びていくので，その技術の進展に期待しつつ，新たに求められる話題を引き受

けられるような２０００席オーバーのホールをどう考えるかということを，優れた

建築家に提案してもらうということは可能だと思います。それは，今後の技術を頼

って良いと思います。ですので，ここに書いてあるような箇条書きの要求諸室や部
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屋の話題なども含め，とりあえずこれは現状想定できうる範囲での施設名称や要求

諸室であって，コアになっている二千数百席，または２０００席のホールを中心に

した新しいコンプレックス，文化施設を宮城県はどうつくろうかとしていたという

問いかけだと思います。それに答えていきましょうということが今日の一つの成果

になってくるのだろうなと思います。 

 

【座長：志賀野桂一委員】 

 中田委員が以前の会でもおっしゃったことだと思いますし，言い方を変えれば，

どういう劇場文化を形成しようとしているのか，つくろうとしているのかというこ

とにもなると思います。これが拠点あるいは中心になって，色々なことが展開でき

るような一つのソフトでありハードでありヒューマン・ウェアの装置だということ

になるのかなと思います。 

 特に劇場系は何を問題にしたいかというと，視認性です。よりよく聞こえるとい

うほうを重視するのがコンサートホール系だとすれば，よりよく見えたいというと

ころが強いですよね。それから聞く場合も，色々な音が混じってくるのではなくて，

もっとクリアに聞こえたい。ミュージカルでもそうですけど，やっぱりセリフとか

がクリアに聞こえるというところを重視するわけです。ですから，自ずとその残響

時間の設定だとかも異なってくるし，視認性で言いますと，大体２０メートル超え

ると人間の表情というのは曖昧にしか見えなくなるので，それ以内で何とかエンド

からエンドまで見えるようにしようという設定で形状をつくっていくわけです。そ

ういうことの違い，同じキャパシティでも全然違うホールになるということはあり

得るわけです。 

 あと，よろしいでしょうか。 

 皆様も既にお話し合いをし尽くしたという表情をなさっておりますので，それで

は，このまとめでよろしいのではないかと。あとはいただいた様々な御意見を書き

加えるなり取捨選択をしておまとめいただくということで終了したいと思います。

よろしいでしょうか。 

（議事終了） 

 

９ その他 

 事務局からの連絡，委員からの質疑はなかった。 

 

以 上 


